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商工会ニュース（２） 

令和 2 年度伴走型小規模事業者支援推進事業  

専門家派遣による経営計画策定支援 
 

 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響等で、新たな計

画作成が必要な小規模事業者の方へ、無料で専門家を

派遣し、経営計画の策定を支援します。 

 

■専門家名：中小企業診断士（藤井好宏氏） 

■対  象：小規模事業者（商業、サービス業は従業員

５人以下、その他の業種は２０人以下） 

■実 施 数：５事業所（申込先着順） 

■費  用：無料 

■派遣回数：３回（１回あたり２時間程度） 

■実施期間：令和 2 年 10 月～令和 3 年 1 月 

■お申込み：東出雲町商工会（担当：大谷、伊藤）まで

お問合せください。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による 

保険料減免について 
 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響によって、国民健康保

険に加入している世帯で収入減が見込まれるなど、一定の

要件に該当する場合は、申請によって保険料が減免されま

す。詳細および申請に必要な書類等については、ご加入の

市町村や組合にお問い合わせ下さい。 

 

 ■減免対象 

 【市町村国保】 

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が

死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 

 ⇒ 保険料（税）を全額免除 

 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維

持者の収入減少(要件有り)が見込まれる世帯の方 

 ⇒ 保険料（税）の一部を減額 

 【組合国保】 

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が

死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 

⇒ 保険料を全額免除 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の収入

減少(要件有り)が見込まれる世帯の方 

⇒ 保険料の一部を減額 

【 発 行 】 
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(松江市)新型コロナウイルス感染症に伴う 

固定資産税・都市計画税の軽減措置について 
 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減

少した中小事業者等について、令和 3 年度の固定資産税

及び都市計画税を収入の減少率に応じてゼロまたは 2 分

の 1 に減免されます。申告に必要な書類などについては、

確認を依頼される認定経営革新等支援機関にお問い合わ

せください。 

 

■対象事業者 

次の要件を満たす中小事業者等が対象です。 
 

・常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人 

・資本金の額または出資金の額が 1 億円以下の法人及び

資本金または出資を有しない法人のうち従業員数が

1,000 人以下の法人 
 

ただし、大企業の子会社等は対象外です。 

 

■軽減措置の対象 

・事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税 

・事業用家屋に対する都市計画税 

 

■軽減率 

・令和 2 年 2 月から 10 月までの任意の連続する 3 か月

の事業収入の対前年同期比の減少率に応じて、以下のと

おり軽減します。 

 

除雪作業受託会員の募集について 
 

 商工会の地域貢献活動の一つとして、冬期間の降雪による会員

企業の生産活動や市民生活への影響を最小限にすることを目的

に、松江市と委託契約を締結して会員企業・事業所による地区内

市道等の除雪作業に取り組んでいます。 

 除雪作業にご協力いただける会員企業・事業所を募集します。 

 詳しくは、別紙「除雪作業受託会員の募集について」をご覧く

ださい。 
 

（提出期限） １０月１６日（金）厳守でお願いします。 
 

【問合せ】商工会（渡邊） 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業所 代表者 所在地 業 種 部 会 

Ｎｏａｈ‘ｓ ａｒｃ 森本 勘太 東出雲町揖屋 2550-36 建設業 建設･運輸 

 

東出雲町商工会 
 

検索 お知らせ・イベント情報等は当会のホームページをご覧ください 

 

家賃支援給付金（令和 2 年 8 月 31 日／経済産業省） 

 令和 2 年 7 月 14（金）より「家賃支援給付金」の申請受付が開始されました。5 月の緊急事態宣言の

延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために支給されるものです。 

★令和 2 年 8 月 28 日（金）より「以下の事業者の申請受付」が開始されました。 

  １．2020 年 1〜3 月に創業・新規開業された方 

  ２．2019 年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方 

    ３．前事業者の死亡により 2020 年 4 月 2 日以降に事業承継された方  

 支払家賃（月額） 給付額（月額） 給付上限 

法     人 

75 万円以下  支払家賃×2/3 

600 万円 

(月額上限の 6 倍) 75 万円超 

 50 万円 

 ＋(支払賃料 75 万円の超過分×1/3) 

 ※月額上限 100 万円 

個人事業者 

37.5 万円以下  支払家賃×2/3 

300 万円 

(月額上限の 6 倍) 37.5 万円超 

 25 万円 

 ＋(支払賃料 37.5 万円の超過分×1/3) 

 ※月額上限 50 万円 

 

 

新入会員の紹介 どうぞよろしくお願いします。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
https://yachin-shien.go.jp/overview/exception/index.html

